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内部統制システムの基本方針の改定に関するお知らせ 

  

当社は、今年度の内部統制システムの運用の成果を踏まえ、その改善を図るため、本日

開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり改定

することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
① 取締役会を定期的に開催して、取締役が相互に職務執行の法令・定款の適合性を監
視するための十分な体制を構築する。 

② 企業倫理綱領、そよ風憲章、「倫理・コンプライアンス規程」を定め、これに基づ
いて、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をする。 

③ 事業部門及び管理部門とは独立したコンプライアンス推進部を置き、全社的な管理
をおこなうとともに、部署またはエリアごとに法令遵守担当者を置いて現場ごとのき
め細かい管理をおこない、その結果を取締役会へ報告する。 

④ コンプライアンス体制の強化を図るため、内部監査室による監査及び「内部通報規
程」に基づき、法令違反行為、社内規則違反行為等を通報し、コンプライアンス委員
会でその調査をおこない、迅速かつ適切な対応をするとともに、内部統制上の問題点
の是正及び予防に努める。 

⑤ 社内で発生する事故をレベル別に管理し、緊急連絡網に則り迅速に対応をする。 
⑥ 財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法及び関係法令並びに東京証券
取引所規則との適合性を確保するため、内部統制委員会を設け、その結果を評価し取
締役会に報告する。 

  
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

「文書管理規程」に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体
に記録し、保存する。取締役及び監査役は常時これらの文書等を閲覧できる。 
 その他重要な内部情報等については、「機密管理規程」に基づき、管理をおこなう。 

  
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
① 「リスク管理規程」に基づき、業務遂行を阻害する損失の危険を予防し、企業価値
の保全を図る。 

② 取締役会は各事業における施設、品質、情報セキュリティ等、経営に関わるリスク
管理を統括する。取締役会は、全社的にリスクを評価して対応を決定し、統制すべき
リスクごとに責任部署を明確化して効果的な統制活動をおこなう。 

③ 経営に重大な影響を与えると思われる事態が発生した場合（危機時）、取締役会は、
取締役の中から対策責任者を任命し、対応を指揮するとともに、その状況を適宜取締
役会に報告する。その他、臨機応変に対応することができるようにするため、予め、
リスク管理レベル及び緊急連絡網を整備し周知する。 

 



 

④ 内部監査室は、事業部門及び管理部門とは独立したコンプライアンス推進部直轄の
組織として、内部統制の観点から、各部門の業務の適法性及び妥当性並びにリスクの
存在の有無について監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査役に報告する。 

  
4. 取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制 
① 取締役会は、会議を開催して、環境変化に対応した当社の将来ビジョンと経営計画
を策定し、中期経営計画を具現化するため、毎期、業績目標を設定して全社に周知徹
底する。 
設備投資、新規案件については、中期経営計画の目標達成への貢献を基準に、その

優先順位を決定する。同時に効率的な人的配分をおこなう。 
② 取締役会は、会議を開催して、月次の業績及び目標に対する評価・分析をおこない、
必要に応じ対策をおこなう。 

③ 経営と執行を効率的におこなうため、執行役員制度を導入するとともに、有効な「職
務権限規程」・「稟議決裁規程」を定め、業務執行組織を運営する。 

④ 取締役会からの独立性を確保しつつ企業経営に関するアドバイザリーボードとして
の特別委員会を設置する。 

⑤ 経営の迅速化と機動性を確保するため、ITの活用体制を整備する。 

 

5. 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
① 関係会社それぞれの事業経営・管理については、「関係会社管理規程」に基づいて、
経営企画室が統括し、毎月関係会社から月次報告を受け、各社の経営成績及び財務の状
況を確認するとともに、業務の適法性、妥当性及びリスク管理等の状況を把握する。ま
た、関係会社の重要事項については、機関決定する前に、当社の取締役会の承認を得る
ものとする。 

② 内部監査室は関係会社に対する監査を実施し、その結果を代表取締役及び監査役に報
告する。 

  
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項及びその独立性に関する事項 
当社は監査役の求めに応じてその職務を補助するための従業員を任命する。その任命

にあたっては取締役からの独立性を確保するため、監査役と事前に協議をおこなう。 
  
7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する
体制 
代表取締役及び取締役は監査役に対して、取締役会等の重要な会議における決定事項、

法定事項のほか、コンプライアンス等の内容を随時報告する。 
 
8. 監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制 
① 監査役は、あらゆる会議への出席権限を有する。 
② 監査役の取締役及び使用人に対する調査・是正権限を具体化する体制を整備する。 
③ 監査役は、コンプライアンス推進部、事業部門、管理部門との連携を図るとともに、
会計監査人からも会計監査の内容について説明を受け、情報の交換をおこなう等連携
を図る。 

④ 監査役が監査の実施にあたり必要と認めるときは、会社は公認会計士、弁護士等の
外部専門家との連携が取れる環境を整備する。 
  

9. 反社会的勢力排除に向けた体制 

反社会的勢力との関係排除については、社会的責任及び企業防衛から「倫理・コンプ

ライアンス規程」に明記し、反社会的勢力に対して一切の関係を拒絶するとともに、警

察、弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的に対応をおこなう。 

以 上 


